
 

 

 

深川市農業委員会総会議事録 

（ 第 ３ 回 ） 

 

 

令和５年６月２８日 

開 会 １ ６ 時 ３ ０ 分 

閉 会 １ ７ 時 ０ ２ 分 

  

 

 



深川市農業委員会委員出席者名簿 

 

議 席 氏      名 出席委員 欠席委員 

１ 桒 野 良 寛 ○  

２ 髙 橋 淳 一 ○  

３ 五 十 嵐    剛 ○  

４ 爲 井 新 市 ○  

５ 鈴 木 陽 志 ○  

６ 金 谷 道 宏 ○  

７ 宮 武  努 ○  

８ 井  優 ○  

９ 安 居 博 知  〇 

１０ 松 浦 明 美 〇  

１１ 山 川  功 ○  

１２ 清 水 義 博 〇  

１３ 菊 入  等 ○  

１４ 中 川 幸 生 ○  

１５ 大 川 広 志 〇  

１６ 山 田 正 信 ○  

１７ 板 垣 昭 仁  ○ 

１８ 山 﨑 和 徹 ○  

１９ 安 村 一 稔 ○  

２０ 大 森 毅 英 ○  

２１ 伊 藤 裕 美 ○  

２２ 青 木  実 ○  

２３ 井 政 明 ○  

２４ 廣 田 和 也 ○  

２５ 馬 木 逸 男 ○  

２６ 塩 総 徳 ○  

２７ 清 水 正 勝 ○  
 



第３回深川市農業委員会総会議事録 

１ 開催日時     令和５年６月２８日（水）１６時３０分 

２ 開催場所    市役所大会議室 

３ 出席委員    桒野 良寛委員 外２４名 

４ 説明員     宮谷局長・後藤次長・藤野係長・佐藤主任・成田主事補    

５ 書  記    佐藤主任 

宮谷局長 

 

 

 

 

菊入会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊入会長 

 

 

菊入会長 

 

菊入会長 

 

 

田川支所長 

 

開会宣言（１６時３０分） 

只今から、令和５年度 第３回深川市農業委員会総会を開催いたします。本日の総会

におきまして、安居委員、板垣委員より欠席の届出がありましたので、ご報告いたしま

す。それでは、会長よりご挨拶をいただきまして総会を始めさせていただきます。 

 

おはようございます。お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。

夏至も過ぎまして、これから秋の収穫作業に向かって、準備を進めているとこ

ろかと思います。皆さんは新聞報道等でご承知かと思いますが、今年春の叙勲

で北海道農業会議前会長であり、月形町農業委員会の前会長でもありました多

田正光さんが叙勲されたということで、６月１４日に空知総合振興局で伝達式

があり、振興局長から多田さんに勲章が伝達されております。北海道農業会議

からも、乾専務と私が出席しております。月形町農業委員となって３２年間農

地行政に携わったということで、報告をいたします。それから、６月２１日に北

海道農業会議の総会がありまして、私は昨年の６月から副会長をしており、会

長に帯広市の中谷さん、副会長に壮瞥町の南さんと三人体制でやってきました

けれど、４月３０日に中谷会長が自宅の転落事故で負傷しまして、怪我が回復

してもこれまでの様に会長としての職責を果たせない為、辞職したいとの申し

出があり承認されております。また、南会長も壮瞥町の農業委員にならないと

いうことで、２人の欠員となるということで、新しい三役を選出する必要があ

りました。総会後の理事会の中で、私が農業会議の会長を、副会長には函館市農

業委員会の大槻寅雄会長、帯広市農業委員会の吉田利彦会長が選出されており

ますので、この三人で残任期間の一年間やっていきたいと思いますので宜しく

お願いします。北海道農業会議の会長ということで、地元もそうですが皆さん

に対しても居ないことが多くなり迷惑をかけると思いますし、事務局にも負担

をかけるかと思いますが、ひとつ宜しくお願いします。 

それでは、本日我々の任期３年間の最後の総会となりますので、審議のほど宜

しくお願いいたします。 

 

日程第１、議事録署名委員を指名します。 

２１番伊藤委員、２２番青木委員を指名します。 

 

次に、日程第２、諸般報告、（１）農業行政報告に入ります。 

 

空知農業改良普及センター北空知支所、田川 洋一支所長 様より報告願います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

（資料に基づき説明） 

 



菊入会長 

 

 

菊入会長 

 

宮谷局長 

 

  

菊入会長 

 

 

大川委員長 

 

菊入会長 

 

 

菊入会長 

 

菊入会長 

 

菊入会長 

 

菊入会長 

 

 

成田主事補 

 

 

 

 

 

菊入会長 

 

菊入会長 

 

菊入会長 

 

 

佐藤主任 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。なお、田川支所長 様におかれましては、次の公務が控え

ておりますので、退席されます。 

 

（２）農業委員会業務報告を局長より報告願います。 

 

５月３１日の総会以降、本日の総会前までの主な業務につきましては、お手元に配付

のとおりであります。以上で農業委員会業務報告を終わります。 

 

次に、日程第３、委員会報告に入ります。 

（１） 農地特別委員会開催結果報告を大川委員長より報告願います。 

 

   （資料に基づき説明） 

 

報告が終わりましたが、ここで総会を暫時休憩します。 

深川市農業委員協議会に入ります。 

（協議会１６：４８から１６：５３） 

深川市農業委員協議会を終了し、総会を再開します。 

 

農地特別委員会開催結果報告について説明がありましたが、質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

それでは質疑なしということで報告のとおり承認いたします。 

 

次に、日程第４、報告に入ります。 

報告第１号 調整委員の指名について、事務局より説明願います。 

 

農用地利用関係調整事務取扱要綱第５条第１号の規定により、記載のとおり調整委員

を指名しましたので、ご報告いたします。今月は４件で、すべて、売買に係るあっせん

申し出です。４件すべて、申出年月日と指名年月日は、令和５年６月１日です。あっせ

ん申出者、土地の所在等その他詳細につきましては記載のとおりです。 

説明は以上です。 

  

説明が終わりましたが、質疑はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

それでは質疑等なし、ということで報告第１号を報告どおり承認します。 

 

次に、報告第２号 農業者年金農業者老齢年金裁定請求について、事務局より説明

願います。 

 

平成１３年改正農業者年金基金法附則第８条第１項の規定により、読み替え

られてなおその効力を有するものとされた、旧法施行規則第２６条の規定及び、

農業者年金基金法施行規則第１４条の規定に基づき、記載の方から農業者老齢

年金裁定請求書を受理し、農業者年金基金へ提出いたしましたのでご報告いた

します。今月は２件で、１番が旧法分、２番が新法分です。受給権者の氏名、生

年月日、農業者年金基金への提出年月日、支給開始年月、年金の加入期間等につ

いては記載のとおりです。 

説明は以上です。 
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菊入会長 

 

 

 

菊入会長 

 

説明が終わりましたが、質疑等ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

それでは質疑等なし、ということで報告第２号を承認します。 

次に、報告第３号 現況証明書の交付について、事務局より説明願います。 

 

 記載の方より現況証明書の交付願いがあり、確認のうえ、会長専決により交付をしま

したのでご報告いたします。今月は３件で、土地の所在・申請者等は記載のとおりで

す。証明を必要とする理由は地目変更のためです。番号１番は、農業委員会内規２―

(１)―ｱの「法４条・法５条・法７３条の許可があり、転用目的等が完了している場合。」

に基づき、会長専決により「宅地」として交付しております。番号２番、３番は、とも

に、農業委員会内規２―（１）―カの「農地利用状況調査結果に基づく願書の提出があ

った場合」により、番号２番は、「原野」、番号３番は、「雑種地」として交付しており

ます。 

説明は以上です。 

 

説明が終わりましたが、質疑等ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

それでは質疑等なし、ということで報告第３号を承認します。 

 

 続きまして、日程第５、議案に入ります。 

 

議案第１号 農用地利用集積計画作成の要請について、を議題とします。事

務局から説明願います。 

 

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第

５条第１項の規定により、なお従前の例によるとされた改正前の農業経営基盤強化促

進法（昭和５５年法律第６５号）第１５条第４項の規定に基づき、下記に係る農用地

利用集積計画の作成を深川市に要請するため、審議をお願いいたします。今月は３８

件で、すべて、売買の案件です。番号１番は、期間満了により返還された農地および

残地を、経営拡大を図る受け手に売買するもので、資金対応は JA資金です。番号２

番、３番は、貸付地及び出し手の残地を、借主に処分するもので、資金対応は自己資

金です。番号４番は、出し手の残地を、経営拡大を図る受け手に売買するもので、資

金対応は、自己資金です。番号５番から３８番は、北海道農業公社の農地売買等事業

の通常の売渡です。受け手は借入地取得により経営安定を図るもので、資金対応は、 

番号２２番と３２番が自己資金、その他は全てＬ資金です。以上、利用権を設定する

農用地及び内容等その他詳細につきましては記載のとおりとなっており、これらの内

容はすべて、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満たして

おります。  

説明は以上です。 

 

 議案第１号について、説明がありましたが、ここで本議案中の番号１８番で

五十嵐委員、２７番で荒井政明委員、３４番で安居委員の議事参与を制限しま

す。それでは、質疑を受けます。 

（「なし」という声あり） 

ないようですので本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

それでは異議なしということで、議案第１号は原案のとおり決定します。 

 次に、議案第２号 農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定

期報告について、を議題とします。事務局から説明願います。 

 

記載の法人より、農地所有適格法人定期報告書の提出がありましたのでご審

議をお願いします。農地所有適格法人の報告につきましては、農地法第６条第

１項において、農地所有適格法人は農林水産省令で定めるところにより、毎

年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなけれ

ばならないこととされており、さらに農地法施行規則第５８条第１項では、毎

年事業年度の終了３ヵ月以内に農地又は採草放牧地の所在地を所管する農業委

員会に提出しなければならないとし、農地法施行規則第５８条第２項では、提

出添付書類が定められております。また、農地所有適格法人の確認すべき要件

として、「形態要件」、「事業要件」、「構成員要件」、「業務執行役員要件」、「農

作業従事要件」の５つの要件があり、農地法により定められた要件を満たすこ

とが農地所有適格法人の絶対条件とされています。農業委員会では提出された

報告書と添付書類により、要件を満たしているか把握し、要件が満たされてい

ない法人に対しては、指導を行うことと定められております。報告のありまし

た法人数は３２件で、法人名、所在地は記載のとおりです。これら３２法人に

ついては、いずれも要件の全てを満たすと考えております。 

 説明は以上です。 

 

議案第２号について、説明がありましたが、ここで本議案中の番号３０番で

高橋委員の議事参与を制限します。それでは、質疑を受けます。 

（「なし」という声あり） 

ないようですので本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

それでは異議なしということで、議案第２号は原案のとおり決定します。 

以上で、議事はすべて終わりましたので、農業委員会総会を終了します。 

 

 

（総会終了 １７時０２分） 

 


